
茨木市新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金交付申請に係るQ＆A

類型 お問い合わせ 回答

趣旨 制度の目的は何ですか。

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた市内で事業
を営む小規模企業者に対し、市が新型コロナウイルス感染症に起
因した設備資金・運転資金のための融資について利子補給金を交
付することにより事業者の負担軽減を図り、もって市内事業者の
事業の継続を図ることを目的としております。

利子補給額はいくらですか。
（国の特別利子補給終了後）支払った利子の額で、１事業者あた
り各年度10万円、総額20万円が補助上限額となります。

利子補給制度の対象になる期間を教えてください。

国の３年間の利子補給終了日の翌日から２年間です。

例）令和２年６月10日が融資実行日の場合
国の利子補給の対象：令和２年６月10日～令和５年６月９日
市の利子補給の対象：令和５年６月10日～令和７年６月９日

例）令和４年５月６日が融資実行日の場合
国の利子補給の対象：令和４年５月６日～令和７年５月５日
市の利子補給の対象：令和７年５月６日～令和９年５月５日

融資実行日はどの日付になりますか。何を見たら分かり
ますか。

金融機関によって異なりますが、返済予定表では「ご融資日」
「当初貸付日」と記載されている場合が多いです。日本政策金融
公庫の場合、お支払額明細書に「ご融資日」と記載されている日
です。

事前登録をしていなければ利子補給金の申請できません
か。

事前登録は必須ではありませんので、事前登録をされていなくて
も要件に該当される場合は申請いただけます。

事前登録の際に、返済予定表や保証決定のお知らせを提
出しましたが、申請の時にも同じものを提出する必要が
ありますか。

事前登録時と融資の内容が変わっていることも考えられるため、
恐れ入りますが、初回の申請時には再度返済予定表等の書類の提
出をお願いいたします。なお、２年目以降につきましては、返済
予定表、信用保証決定のお知らせ、お支払額明細書、金銭消費貸
借契約書、特別利子補給決定（確定）通知書に限り、省略するこ
とができる場合があります。

対象融資を受けていますが、昨年、他市町村に事業所を
移転しました。この補助の対象になりますか。

申請時点で茨木市に事業所があり、事業を営んでいることが要件
となるため対象外となります。
ただし、市内に事業所を残しつつ、市外へも進出という場合に、
資金を市内事業所のために使うのであれば対象になります。

融資申込時点では、他市に事業所（本店）がありました
が、令和４年７月時点で茨木市内に移転しました。利子
補給の対象になりますか。

借入資金を市内事業所の運転資金に充てている場合は対象です。

対象要件
（廃業）

対象融資を受けていますが、既に廃業している場合は対
象になりますか。

申請時点で茨木市に事業所があり、事業を営んでいることが要件
となるため、恐れ入りますが対象外となります。

制度

事前登録

対象要件
（住所）
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茨木市新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金交付申請に係るQ＆A

類型 お問い合わせ 回答

今後受ける融資で利子補給の対象になるものはあります
か。

すでに国の特別利子補給制度が終了しておりますので、市の利子
補給の対象になるものはございません。

①　利子の支払いが始まる前に全額借り換えをした場合
　<令和４年２月５日融資実行、令和７年１月18日借換>
⇒３年間の特別利子補給中（令和４年２月５日～令和７年２月４
日）に借り換えているため対象外です。（市の利子補給の対象と
なる期間に利子の支払いがないため）

②　利子の支払い途中で借換をした場合
　<令和４年２月５日融資実行、令和７年８月３日全額借換>
⇒３年間の特別利子補給終了後、支払い済みの利子分（令和７年
２月５日～令和７年８月２日）については対象となる可能性があ
ります。

常時使用する従業員の定義を教えてください。
正社員、アルバイト等にかかわらず常時雇用している方となりま
す。
臨時的に雇用されている方は含みません。

個人事業主や会社役員は従業員に含まれますか。
個人事業主や会社役員は従業員には含みません。
個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族（①配偶者、②
親、子、③祖父母、兄弟、孫）も従業員には含みません。

業種は何に基づき確認すればよいですか。
税務申告書や産業分類等をご確認ください。また、公庫や商工中
金をご利用の場合は特別利子補給申請時の業種等を参考にしてく
ださい。

複数の事業を行っている場合、どの業種で従業員数を判
断すればよいですか。

主たる事業に該当する業種の従業員数で判断してください。
主たる業種とは、売上高が高い等で判断してください。

従業員数に含むのは主たる事業に該当する業種に従事す
る従業員の数のみでよいですか。

小規模事業者の要件（従業員の数が５人もしくは２０人以下）
は、主たる事業に該当する業種の区分で判定しますが、従業員数
は主たる事業に従事する方のみだけではなく、その事業者、法人
全体の従業員数を記載してください。（茨木市内・市外の事業所
全て含む）

従業員にはアルバイトやパートも含まれますか。
正社員だけでなく、常時使用するアルバイト等も従業員に含まれ
ます。

個人事業主です。申請書に自署すれば押印は不要です
か。

個人事業主・法人問わず、利子補給金交付申請書兼請求書に押印
は必須です。

申請書に押印する印は実印ですか。
実印に限らず、会社印や代表者印でも結構です。ただしシャチハ
タ等のスタンプ印は不可ですので、朱肉を使って押す印鑑で押印
をお願いいたします。

申請書の所在地にはどの住所を記載すればよいですか。

利子補給金交付申請書兼請求書（様式１）、誓約書（様式２）に
は市内事業所の住所を記載してください。

また、個人事業主の方の場合は、誓約書（暴力団排除）の住所に
は代表者の住民登録のある住所を記載してください。

今回（令和８年１月）の申請で利子補給の対象となるの
は、いつからいつまでに支払った利子ですか。

令和７年１月から12月までに支払われた利子が対象になります。
なお、令和４年に融資の実行を受けた方は特別利子補給終了日の
翌日からが市の利子補給の対象となるため、最初の１月について
は日割り計算となります。
また、令和２年に融資の実行を受けた方で、今年度が利子補給３
年目になる方は途中で補給期間が終了となるため、補給期間終了
の月については日割り計算となります。

対象要件
(小規模事業者)

対象要件
（対象融資）

令和４年２月に受けたコロナ融資を令和７年中に借り換
えました。利子補給の対象になりますか。

申請
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茨木市新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金交付申請に係るQ＆A

類型 お問い合わせ 回答

令和２年中にコロナ融資の借り入れをしており、令和５
年から利子が発生していますが、令和５年度及び６年度
の申請を忘れていました。今からさかのぼって申請をし
たいのですが。

恐れ入りますが、年度をさかのぼっての申請はできません。
令和５年度・令和６年度の申請をされていなくても、補助期間は
国の利子補給終了日の翌日から２年間となります。

令和７年中に利子の支払いが発生していたが、額が少額
で、上限額まで到達しません。令和８年支払い分とまと
めて令和９年１月に２年度分申請してもよいですか。

利子補給金の額は、申請日の属する年度の前年に支払った利子の
合計額となるため、年度をさかのぼっての申請や、複数年度まと
めての申請はできません。

借入先の金融機関から「返済予定表」を過去にさかの
ぼって発行できないと言われました。どうすればいいで
すか。

返済予定表について、さかのぼっての発行ができない場合は、現
状発行できる返済予定表（返済終了までの全ページ）を取得して
ください。

去年の申請の際に返済予定表や保証決定のお知らせを提
出しましたが、今年も同じものを提出する必要がありま
すか。

添付書類のうち返済予定表、信用保証決定のお知らせ、お支払額
明細書、金銭消費貸借契約書、特別利子補給決定（確定）通知書
については、前年度の申請と同じ融資を申請する場合で、かつ内
容に変更がなく、審査の内容に必要な内容が記載されている場合
に限り省略することができます。
※利息支払証明書、お支払済額明細書は省略不可。

省略できない例
①事前登録はしたが、今回が初回の申請である。
②前年Ａ融資で本利子補給の申請を行ったが、今年度はＢ融資で
申請を行う。
③前年申請した融資と同じ融資の申請を行うが、前年申請以降
に、返済日や返済額の変更を行った。
④前年申請した融資と同じ融資の申請を行うが、前年提出した返
済予定表に令和７年度の内容が途中までしか記載されていない。

去年申請をしましたが、今年の申請で融資関係資料を省
略できる対象かわかりません。返済予定表や保証決定の
お知らせを添付せず申請してもよいでしょうか。

申請の際に窓口で昨年の申請の有無を確認させていただきます。
申請書様式１「３　利子補給金の交付申請を行う融資の情報」欄
に記載されている融資情報と同借入先・同一融資日である確認が
出来た場合は、一旦添付なしでお預かりしますので、漏れや誤り
がないように記載してください。
郵送でご申請いただく場合についても、①令和５年度もしくは令
和６年度に申請しており、②今年も①の融資と同一の融資を申請
される場合で③融資の条件の変更をしていない場合は省略してお
送り頂いても結構です。

その後の審査で、同一融資でない、必要な内容が記載されていな
い等の不備が判明した場合は追加でご提出をお願いします。

去年申請しましたが、今年の申請で融資関係資料を省略
できる対象かわからないので、去年同様全て添付して申
請してもいいですか。

あくまでも「省略することができる」としているだけであり、融
資関係資料を省略せず全て添付していただいても結構です。

借入先金融機関には何を記載すればいいですか。
公庫の融資を利用されている場合は「日本政策金融公庫」、商工
中金の融資の場合は「商工中金」、大阪府の制度融資の場合「○
○信用金庫」等借入先の金融機関を記載して下さい。

借入先の金融機関から「利息支払証明書」は発行してい
ないといわれました。どうすればよいですか。

金融機関によって「融資取引明細書」「支払い利息証明書」等名
称は異なります。令和７年１月から12月までの利息支払額、支払
年月日がわかる書類を請求してください。

なぜ「北おおさか信用金庫・尼崎信用金庫・大阪信用金
庫」のみ利息支払証明書は添付しなくてもよいのです
か。

「北おおさか信用金庫・尼崎信用金庫・大阪信用金庫」の３庫に
ついては、個別に市からの文書での利息照会にご協力いただける
との回答を頂いたため利息支払証明書については添付不要として
いるものです。

市外に本店がある法人が、茨木市内で店舗（事務所）を
営んでいます。法人名と市内店舗（事業所）名が不一致
の場合、申請書の右肩の事業者情報はどのように記載す
ればよいですか。

例）「株式会社A」が「創作料理AA」を営んでいる。「株
式会社B」が「訪問介護ステーション茨木●」を営んでい
る。

様式１（申請書兼請求書）の右肩には、法人名（この場合、株式
会社A、株式会社B）、茨木の店舗（この場合、創作料理AA、訪問
介護ステーション茨木●）の住所を記載してください。
様式２（誓約書）も同様です。
　※市内が本社の法人名の場合は、市内本社の住所を記入してく
ださい。

市外に本社がある「株式会社A」が「創作料理AA」と「喫
茶AA」というように茨木市内で２店舗経営している場
合、申請書（様式１）の住所はどちらの住所を書けばよ
いですか。

規模の大きい方、又は売り上げが高い方の店舗の住所をご記入く
ださい。

申請

申請様式
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類型 お問い合わせ 回答

利子補給金はどのように支払われますか。
利子補給金交付申請書兼請求書に記載された振込口座に、決定金
額を一括で振り込みます。

利子補給金は申請してからどのぐらいの日数で振り込ま
れますか。

申請書類に不備がない場合、目安として２か月程度後に振込みと
なります。ただし、申請状況により２か月以上の時間を要する場
合もございます。

申請受付の後、交付・不交付が決定致しましたら「決定通知」を
郵送致しますので、決定通知に添付している日付以降、入金のご
確認をお願いいたします。およそ決定通知が届いた１か月程度後
に振込予定となります。

コロナの時期に融資を受けましたが、市の利子補給の対
象かどうかわかりません。市から問合せをしてもらえま
せんか。

融資状況は市では把握できません。
恐れ入りますが、借入れ先の金融機関に融資の名称や種類等をご
確認願います。

日本政策金融公庫の融資を受けていますが、特別利子補
給の申請をしたかわかりません。

市では国の特別利子補給の申請状況や受給状況を把握できないた
め、コールセンター（0570-060515　平日９時～17時）にてご確認
をお願いします。
また、申請済みの場合は（独）中小企業基盤整備機構より、特別
利子補給助成金交付決定通知書や交付確定通知書が届きます。

国の特別利子補給の申請を失念していました。今から特
別利子補給の申請はできますか。
また、市の利子補給のみ申請はできますか。

特別利子補給については、令和５年８月末をもって申請受付が終
了となっています。
市の利子補給については、日本政策金融公庫の融資や、商工中金
の融資を受けられている場合は特別利子補給を申請し、受給して
いることが要件となりますので、恐れ入りますが、市の利子補給
のみの申請はできません。

民間の金融機関（○○信用金庫）でコロナ融資を受けま
したが、特別利子補給の申請はしていません。市の利子
補給の申請はできませんか。

大阪府の制度融資の場合、貸付日から３年間の利息の支払いがな
い（大阪府から金融機関に対し補給が行われている）ため、特別
利子補給の申請は不要となっております。
信用保証決定のお知らせの制度欄に「新型コロナ資金（補給）」
と記載されている、返済予定表の利息額がおおよそ３６回目まで
「０」と記載されている等の場合は対象になる可能性がありま
す。

支払い

その他
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